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自
殺
者
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
一
日
、
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
平
成
二
十
二
年
の
人
口
動
態
統
計
月
報
年
計
（
概
数
）
に
よ
る
と
、
我
が
青
森

県
の
自
殺
率
（
十
万
人
当
た
り
）
は
九
年
ぶ
り
に
三
十
を
割
り
、
自
殺
者
数
は
前
年
よ
り
七
十
二
人
減
っ
た
も
の
の
、
自
殺
率

に
お
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
全
国
ワ
ー
ス
ト
三
位
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
現
政
権
の
「
製
造
業
へ
の
派
遣
は
原
則
禁
止
」
「
Ｃ
Ｏ
�
は
一
九
九
〇
年
比
二
五
％
削
減
」
「
最
低
賃
金
の
全
国

平
均
一
、
〇
〇
〇
円
」
な
ど
、
日
本
の
雇
用
を
空
洞
化
さ
せ
る
政
策
に
よ
り
、
景
気
の
先
行
き
不
透
明
感
か
ら
、
依
然
日
本
経

済
は
予
断
を
許
さ
な
か
っ
た
状
況
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
生
産
設
備
の
損
壊
や
供
給
体
制
の
寸
断
、
さ
ら
に
は
個
人

消
費
な
ど
の
需
要
も
低
迷
し
、
既
に
、
縮
小
均
衡
状
態
に
突
入
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
デ
フ
レ
基
調
が
続
く
恐
れ
が
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
対
象
者
数
は
一
・
六
倍
に
膨
ら
み
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
平
成
二
十
一
年

十
二
月
に
次
ぐ
高
水
準
で
あ
る
。

将
来
に
対
す
る
不
安
な
ど
多
様
な
苦
し
み
に
的
確
に
対
応
で
き
る
体
制
や
救
済
を
求
め
て
い
る
人
に
情
報
が
正
確
に
届
く
仕

組
み
を
提
供
す
る
一
方
、
残
さ
れ
た
遺
族
を
ケ
ア
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
国
と
し
て
早
急
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と

考
え
る
。

一



従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
の
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
統
計
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
分
析
し
、
今
後
の
対
応
を
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の

見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
我
が
青
森
県
に
お
い
て
は
、
今
回
の
自
殺
率
と
と
も
に
有
効
求
人
倍
率
と
所
定
内
給
与
の
平
均
額
が
全
国

で
常
に
下
位
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
実
情
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
、
今
後
の
対
応
を
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見

解
如
何
。

三

二
に
関
連
し
、
当
該
地
域
に
お
い
て
、
各
分
野
に
亘
り
恒
久
的
な
租
税
特
別
措
置
を
講
じ
、
地
域
企
業
の
雇
用
促
進
に
資

す
る
た
め
の
法
人
税
率
軽
減
及
び
税
額
控
除
、
所
得
控
除
等
の
特
例
を
認
め
、
さ
ら
に
多
様
な
悩
み
を
抱
え
る
人
に
対
し
て

は
相
談
窓
口
の
一
層
の
充
実
を
図
っ
て
ほ
し
い
と
の
声
が
あ
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

一
〜
三
に
関
連
し
、
「
生
前
の
自
殺
者
が
、
悩
み
に
つ
い
て
何
処
に
行
け
ば
解
決
の
糸
口
が
見
つ
か
る
の
か
分
か
ら
な
い

状
態
だ
っ
た
」
と
悔
し
が
る
遺
族
の
声
が
あ
り
、
多
様
な
悩
み
を
抱
え
る
人
に
対
し
て
の
「
法
律
と
医
療
が
連
携
す
る
相
談

窓
口
の
整
備
」
の
さ
ら
な
る
充
実
が
必
要
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

一
〜
四
に
関
連
し
、
遺
族
に
対
す
る
差
別
感
が
根
強
く
あ
り
、
遺
族
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
苦
衷
を
、
国
や
行
政
が
自

二



殺
対
策
に
生
か
す
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
残
さ
れ
た
遺
族
を
ケ
ア
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


